
それぞれの分野でのトラブルの防止・解決のため、各種相談で適切な助言など行います。

概要

１．各種相談業務について
〜トラブルの防止・解決に！〜

問合せ

摂津市 生活環境部 産業振興課 ☎06-6383-1362

問合せ

摂津市 生活環境部 産業振興課 ☎06-6383-1362

２．摂津市物産品展示コーナー
〜事業所のPR に！〜

市では、事業所のＰＲや事業の紹介のために、物産品展示コーナーを設けています。展示に
ともなう費用は一切かかりません。
※搬入搬出にかかる費用は事業所負担になります。

概要

内容

人事、労務で悩んでいることやパワハラ・セクハ

ラなど職場でのトラブルの対処方法などに関する助

言を行います。相談は無料、もちろん秘密厳守です。

事業主の方も遠慮なくご相談ください。

◎日時：毎週水曜日13 時〜16 時

◎場所：市役所新館4 階 産業振興課（相談室）

◎労働相談

内容

◎大きさ 最大縦40cm・横65cm・奥行40cm

◎重さ 5 キロ程度。

◎市役所1 階ロビー

◎大きさ 最大縦30cm・横72cm・奥行35cm

◎重さ 5 キロ程度

◎産業支援ルーム前

産業支援ルーム（南千里丘4－35 3 階）

商品の購入や契約に関するトラブル、消費者の利

益・安全に関する苦情・要望などに助言を行います。

◎日時：毎週月曜〜金曜日9 時〜17 時

※受付は16 時30分まで

◎場所：市役所新館4 階

消費生活相談ルーム（産業振興課内）

☎06-6383-2666

◎消費生活相談

求職中の方への助言、専門機関の紹介などを行い

ます。

◎日時：毎週月曜〜金曜日9 時〜17 時15分

◎場所：市役所新館4 階 産業振興課

◎就労相談（地域就労支援センター）

司法書士・弁護士が、借金（債務）の返済・整理・

解決に向けて、具体的な助言を行います。

◎日時：毎月第1 木曜日（司法書士） 14 時〜 17 時

毎月第3 金曜日（弁護士） 13 時〜 16 時

※いずれも事前予約制です。

◎場所：市役所新館4 階

消費生活相談ルーム（産業振興課内）

☎06-6383-2666

◎多重債務相談
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